
建築物石綿含有建材調査者の養成はお済みですか？

解体・改修工事の事前調査は『石綿含有建材調査者』が

行うことが義務化されました。

事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修（封じ込め又は囲い込みを含む。）の作業を行うとき

は、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶（解体等の作業に

係る部分に限る。）について、石綿等の使用の有無を調査（事前調査）しなければなりません（石綿則第 条）。

事前調査には資格が必要です

令和 年 月 日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、

「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和 年 月 日までに日本アスベス

ト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。

建築物石綿含有建材調査者とは︖

建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するには、建築物石綿含有建材調査

者講習を受講し、修了する必要があります。

事前調査結果の報告も必要です
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建築物石綿含有建材調査者講習会開催予定

（月）・ （火） ～申込受付開始中

（月）・ （火） ～申込受付開始
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お問合せは ：

石綿調査とは？

令和５年１０月１日から！！


